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日本女子大学通信教育部規程 

昭和31年４月１日

制定

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本通信教育課程は、主として通信の方法によって本学の教育精神の普及と徹底につとめ、教養の

向上と文化の進展をはかることを目的とする。 

（自己点検・評価） 

第２条 本通信教育課程は、前条の目的及び社会的使命を達成するために、教育研究水準の向上を図り、

教育研究活動等の状況について、不断の自己点検及び評価を行う。 

２ 前項の自己点検及び評価の実施体制については、別に定める。 

（学科） 

第３条 本通信教育課程に、次の学科を置く。 

家政学部 児童学科 

食科学部 食科学科 

（収容定員） 

第４条 本通信教育課程の収容定員は、次のとおりとする。 

 学部・学科 （入学定員）（編入学定員） （収容定員）  

 家政学部 児童学科 40名   2年次 10名 490名  

  3年次 150名   

 食科学部 食科学科  40名   2年次  40名 360名  

  3年次 40名   

（修業年限・在学年限） 

第５条 本通信教育課程の修業年限は４年とする。ただし、10年を超えて在学することはできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学生が希望し、かつ各学部教授会の議を経て学長が認める場合は、前項に

規定する年限を超えて在学することができる。 

（学期） 

第６条 4月1日から翌年3月31日までを１学期とする。 

第２章 教職員の組織 

（授業） 

第７条 本通信教育課程の授業は、原則として本学の教員が当たる。 

（教授会） 

第８条 各学部の教授会は、本学学則及び教授会規程に基づき、各学部の通信教育課程に関する事項につ

いて審議する。 

（通信教育部） 

第９条 通信教育課程を実施するために、通信教育部を置く。 

（通信教育部長） 

第10条 通信教育部の責任者として、通信教育部長を置く。 

２ 日本女子大学通信教育部長規程は、別に定める。 

（学務委員） 

第11条 各学部の通信教育課程に関する学事事項を審議するために必要な任務を行うため、通信教育課程

を置く各学科に学務委員１名を置く。 

２ 学科長は、学務委員を兼ねることはできない。 

（通信教育学務委員会） 

第12条 通信教育部に、通信教育学務委員会（以下「学務委員会」という。）を置く。 

第13条 学務委員会は、次の事項を審議する。 

(１) 通信教育課程に関する重要な事項で、学務委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定

める事項 

(２) 各教授会から委任された事項 

２ 学務委員会は、前項第１号に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について

審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 
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３ 各教授会は、学務委員会に通信教育課程に関する次の事項の審議を委任する。 

(１) 教員人事に関する事項 

(２) 教育に関する事項 

(イ) 教育課程、授業科目又はこれに準ずるものに関する事項 

(ロ) 学生の入学、編入学、学士入学、休学、退学、復学、転学科、転籍、転学、再入学、試験、卒

業及び資格認定に関する事項 

(ハ) 学生の奨学金制度に関する事項 

（ニ） 科目等履修生に関する事項  

(３) 学生の指導に関する事項 

(４) その他学事に関する事項 

（学務委員会の運営） 

第14条 学務委員会は、次の委員をもって構成する。 

（１）通信教育部長 

（２）通信教育課程を置く各学科の学科長 

（３）学務委員 

２ 家政学部長及び食科学部長は、学務委員会に出席して発言することができる。 

３ 通信教育部長は、必要に応じ、前２項に定める者以外の者の出席を求めることができる。 

４ 学務委員会は、通信教育部長が招集し、その議長となる。 

５ 学務委員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

６ 学務委員会の議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

７ 学務委員会の議決は、審議を委任した学部の教授会の承認を得なければならない。 

８ 前項にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、学務委員会の審議をもって各教授会の審議に

代えることができる。 

(１) 通信授業、面接授業等の運営に関する事項 

(２) 各種試験に関する事項 

(３) 学生の入学、退学、休学、再入学、在籍延長に関する事項 

(４) 各種行事に関する事項 

(５) 科目等履修生に関する事項 

(６) その他各教授会が指示した事項 

（事務機関） 

第15条 本通信教育課程の事務機関として、通信教育・生涯学習事務部通信教育課を置く。 

第３章 教育課程 

（授業科目） 

第16条 授業科目は、基礎科目、教養科目、学部共通科目（家政学部）、学科科目、卒業セミナー（家政

学部）、教職に関する科目、司書教諭に関する科目とし、単位制とする。 

２ 授業科目は、印刷教材等による授業（以下「印刷教材授業」という。）、面接授業、メディアを利用

して行う授業（以下「メディア授業」という。）又はその併用により開講する。 

（単位） 

第17条 各授業科目の単位数は、45時間の学修を必要とする内容をもって１単位とすることを標準とし、

授業の方法に応じ、当該授業による教育効果及び授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によ

り計算する。通信による授業については、これに相当する教材の履修をもって１単位とする。 

(１) 講義及び演習は、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって１単位とす

る。 

(２) 実験、実習及び実技は、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって１単位

とする。 

（授業科目及び単位数） 

第18条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 

（履修方法） 

第19条 基礎科目（外国語）は、卒業するために、８単位を修得しなければならない。 

２ 基礎科目（情報処理）は、卒業するために、２単位を修得しなければならない。 

３ 基礎科目（身体運動）は、卒業するために、２単位を修得しなければならない。 
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４ 教養科目は、Ａ（多様な社会と人間の尊厳）、Ｂ（自然の摂理の探求）、Ｃ（知性と文化の系譜）の

３系列からなり、卒業するために、合計24単位を修得しなければならない。 

５ 学部共通科目、学科科目（必修・選択）は、卒業するために、次の単位を修得しなければならない。 

 
学科 学部共通科目 

学科科目 
合計 

 

 必修 選択  

 家政学部 

児童学科 
６ 18 52 76 

 

 食科学部 

食科学科 
 40 38 78 

 

６ 前項の授業科目の種類・単位数及び履修方法等については、各学科の定めるところによる。 

７ 卒業セミナー（家政学部）は、卒業するために、２単位を修得しなければならない。 

８ 自由選択科目は、基礎科目（外国語）、教養科目、学部共通科目（家政学部）、学科科目のうち、卒

業に必要な単位を超えて修得した単位から、卒業するために、10単位を当てる。 

（教育職員免許状の履修方法） 

第20条 教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、所定の単位を修得しなければならない。 

（教育職員免許状の種類） 

第21条 本通信教育課程の各学科で取得させることのできる教育職員免許状の種類（免許教科の種類を含

む。）は、次のとおりである。 

 学部 学科 免許状の種類 免許教科  

 家政学部 児童学科 幼稚園教諭一種免許状    

 
食科学部 食科学科 

中学校教諭一種免許状 
家庭 

 

 高等学校教諭一種免許状  

（司書教諭の履修方法） 

第22条 司書教諭の資格を得ようとする者は、所定の単位を修得しなければならない。 

（本学通学課程又は他の大学等における授業科目の履修等） 

第23条 学生が本通信教育課程の定めるところにより本学通学課程、他の大学又は短期大学において履修

した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本通信教育課程における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第24条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修

を、本通信教育課程における授業科目の履修とみなし、本通信教育課程の定めるところにより単位を与

えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条により本通信教育課程において修得したものとみなす

単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第25条 学生が本通信教育課程に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得

した単位を、本通信教育課程の定めるところにより本通信教育課程における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

２ 学生が本通信教育課程に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本通信教育課程における

授業科目の履修とみなし、本通信教育課程の定めるところにより単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学・学士入学、転学等

の場合を除き、本通信教育課程において修得した単位以外のものについては、第23条及び前条第１項に

より本通信教育課程において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

第４章 入学、編入学、学士入学、転学科、転籍、転学、休学及び退学 

（正科生） 

第26条 学士の学位を得ようとする者は、正科生として入学しなければならない。 

（正科生の入学資格） 

第27条 正科生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学

校教育を修了した者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 
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２ 次の各号の一に該当する者は、本学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる。 

(１) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指

定したもの 

(２) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者 

(３) 文部科学大臣の指定した者 

(４) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試

験に合格した者（廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(５) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、18歳に達したもの 

（編入学・学士入学） 

第28条 編入学又は学士入学を願い出た者については、選考の上、正科生として入学を許可することがで

きる。 

２ 編入学・学士入学に関する事項は、通信教育課程編入学・学士入学に関する規程に定める。 

（入学時期） 

第29条 入学の時期は、４月又は10月とする。 

（入学の出願） 

第30条 入学を志願する者は、所定の入学願書に、別に定める書類及び出願時納入金を添えて願い出なけ

ればならない。 

（入学許可） 

第31条 前条の入学志願者については、書類選考の上、入学を許可する。 

２ 前項の規定にかかわらず、通信教育部長が必要と認めた場合、面接等の方法による選考を行うことが

ある。 

（姓名・居住地等の変更） 

第32条 姓名又は居住地等を変更した者は、所定の書式により速やかに届け出なければならない。 

（転学科） 

第33条 他の学科に転学科を志望する者があるときは、選考の上、許可することがある。 

（転籍） 

第34条 本学の通学課程に転籍しようとする者は、学長の許可を得なければならない。 

（転学） 

第35条 他の大学に転学を志願しようとする者は、その理由を記し、願い出て許可を得なければならな

い。 

（通学課程における単位認定） 

第36条 本通信教育課程により修得した単位は、本学の通学課程における単位として認定されることがあ

る。 

（休学） 

第37条 病気その他やむを得ない理由により修学できない者は、所定の期間に学長に願い出て、休学する

ことができる。 

２ 休学期間は、年度の始めを起点とする１年単位とする。 

３ 引き続き休学を希望する者は、改めて所定の手続きを取らなければならない。 

４ 休学期間は、通算して４年を超えることはできない。 

５ 休学期間は、在学期間に算入しない。 

（退学） 

第38条 退学しようとする者は、その理由を記し、学長に願い出なければならない。 

２ 退学日は、３月末日を原則とする。ただし、やむを得ない事由により年度途中での退学を認める場合

がある。 

（再入学） 

第39条 退学した者が再入学を願い出たときは、許可することがある。 

２ 再入学に必要な事項は、通信教育課程再入学に関する規程に定める。 

（二重学籍の禁止） 

第40条 本通信教育課程の正科生は、同時に他の大学等に学生として在籍することはできない。 
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第５章 学習指導 

（履修登録） 

第41条 授業科目の履修に当たっては、所定の期間内に登録しなければならない。 

（学習指導） 

第42条 学習指導は、教材の配付又は指定、質疑応答、報告課題解答並びにこれに対する添削指導及び面

接授業その他適切な方法により行う。 

２ 補助教材として、機関誌等を発行し、学習指導を行うことがある。 

（健康状況の申告） 

第43条 学生は、所定の期間内にその健康状況について申告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の授業科目の受講を希望する場合は、健康診断書等所定の書類を提出

しなければならない。 

３ 前２項のほか、合理的な事由がある場合、本学は学生に対し、健康診断の実施又は健康診断書等所定

の書類の提出を課すことができる。 

（教材） 

第44条 印刷教材授業科目にかかる教材は、別に定める配本基準により、履修登録した科目について配本

を行う。 

２ 印刷教材授業科目に関する質疑は、所定の質問票により行う。 

３ 履修する印刷教材授業科目については、所定の課題に対する解答を提出し、添削指導を受けなければ

ならない。 

４ 正科生が１学年あたり登録できる印刷教材授業科目数は、20科目を上限とする。 

５ 印刷教材授業科目にかかる学習指導の一助として、本学校舎又は本学が指定する場所（インターネッ

ト上を含む。）において、面接指導、講習会等を行い、また、印刷物等を配布することがある。 

（面接授業等の実施） 

第45条 面接授業科目及びメディア授業科目は、夏期、土曜、集中、夜間及びその他の種類に分けて行う

スクーリングによる。 

２ 面接授業科目及びメディア授業科目を履修するためには、所定の期間内に受講にかかる費用を納入し

なければならない。 

３ 面接授業科目及びメディア授業科目の実施に当たり、人数調整等を行う必要が生じた場合は、別に定

める基準により行う。 

第６章 成績の評価及び単位の授与 

（印刷教材授業科目の成績の評価） 

第46条 印刷教材授業科目の成績の評価は、科目修了試験により行う。 

２ 科目修了試験を受けることのできる授業科目は、第44条の規定に基づき、所定の期間内に報告課題に

ついて合格し、かつ受験の届け出を行ったものに限る。 

３ 印刷教材授業の成績は、合格（Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階）及び不合格とする。 

４ 科目修了試験を欠席した場合は「評価なし」とし、不合格とする。 

５ 科目修了試験の不合格科目については、再度試験を受けることができる。 

６ 報告課題の評価を第３項の成績に含めることができる。 

（面接授業等の科目の成績の評価） 

第47条 面接授業及びメディア授業の成績の評価は、スクーリング最終日の試験等により行う。 

２ 面接授業及びメディア授業の成績は、合格（Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階）及び不合格とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、特定の科目については、合格に段階を設けない。 

４ 出席不足又は試験欠席の場合は「評価なし」とし、不合格とする。 

５ 前項の規定にかかわらず、病気その他やむを得ない事故により、所定の試験を受けられなかった者に

対しては、追試験を行うことがある。 

（評価の基準） 

第48条 成績の評点及び評価の基準は、次のとおりとする。 

 合否 合格 不合格  

 評価 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ Ｐ Ｆ Ｘ  

 評点 100～90点 89～80

点 

79～70

点 

69～60

点 

合格 59点以

下 

評価な

し 
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評価の

基準 

到達目標

を十分に

達成でき

ている非

常に優れ

た成績 

到達目

標を十

分に達

成でき

ている

優れた

成績 

到達目

標を達

成でき

ている

成績 

到達目

標を最

低限達

成でき

ている

成績 

段階な

し 

到達目

標を達

成でき

ていな

い成績 

評価な

し 

 

（単位の授与） 

第49条 合格した授業科目については、所定の単位を与える。 

第７章 卒業 

（卒業） 

第50条 本通信教育課程に４年以上在学し、第19条に従い所定の単位を修得した者には、各学部教授会の

議を経て、学長が卒業を認め学士の学位を授与する。 

２ 授与する学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

家政学部 児童学科  学士（家政学） 

食科学部 食科学科  学士（食科学） 

第８章 科目等履修生 

（科目等履修生） 

第51条 第18条に掲げる授業科目のうち、特定の授業科目だけを履修する目的で入学する者を科目等履修

生という。 

２ 科目等履修生を、次の各号のコースに分ける。 

(１) 教育職員免許状等の取得を目的とする者（資格コース） 

(２) 教養又は自己研鑽等を目的とする者（教養コース） 

３ 科目等履修生（資格コース）は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 

(１) 大学を卒業した者 

(２) 学校教育法の規定により学士の学位を授与された者 

(３) 教育職員免許状を有し、かつ大学入学資格のある者 

４ 科目等履修生（教養コース）は、第27条第１項の第１号、第２号及び第２項に規定する大学入学資格

を有する者でなければならない。 

５ 科目等履修生は、正科生の教育に支障がない場合、選考の上、入学を許可する。 

６ 前項の規定にかかわらず、教育実習等、本学が指定する一部の科目及び学習活動については科目等履

修生の履修を認めない。 

（科目等履修生の入学時期及び在学期間） 

第52条 科目等履修生の入学の時期は４月又は10月とし、在学期間は１年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、所定の手続きを経た者については、更に１年の在学期間の延長を認めるこ

とがある。 

（科目等履修生の履修登録） 

第53条 科目等履修生が登録できる単位数は年間20単位までとし、所定の期間内に所定の手続きを経て履

修の許可を受けなければならない。 

（科目等履修生の単位の授与） 

第54条 科目等履修生は、履修した印刷教材授業科目について科目修了試験を、面接授業科目及びメディ

ア授業科目については所定の試験を受けることができる。 

２ 前項の試験に合格した場合は、授業科目所定の単位を与える。 

３ 科目等履修生として修得した授業科目及び単位は、第50条に規定する卒業のための授業科目及び単位

に換算又は認定しない。 

（他大学学生への科目等履修生としての入学許可） 

第55条 他大学等に学生として在籍する者が、所属する大学等の承認を得られた場合、本通信教育課程の

科目等履修生として入学を許可することがある。 

第９章 学費 

（入学選考料） 

第56条 入学を志願する者は、入学選考料11,000円を納入しなければならない。 

（入学金等） 
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第57条 入学を許可された者は、入学金30,000円を納入しなければならない。 

２ 編入学、学士入学を許可された者は、編入手数料10,000円を納入しなければならない。 

（授業料等） 

第58条 授業料、在籍延長料、保険料及び在籍料は年額とし、所定の期日までに一括して納入する。ただ

し、学費等の延納を必要とする者に対しては、所定の手続きを経て、延納を認めることができる。 

２ 授業料は、次のとおりとする。 

家政学部 児童学科 150,000円 

食科学部 食科学科 200,000円 

ただし、次の各号に該当する場合は、半額とする。 

(１) 10月に入学が許可された者（以下「10月入学者」という。）の入学年度 

(２) 年度途中で卒業が認められた者の当該年度 

(３) ９月末日に在籍期限が満了する者の当該年度。ただし、10月入学者において在籍期限の延長が認

められた者（以下「在籍延長者」という。）を除く。 

３ 在籍延長者は、在籍延長許可ごとに在籍延長料として30,000円を納入する。 

４ 学生は、大学が指定する保険料を納入する。 

５ 休学の場合には、休学期間中の授業料を免除し、在籍料として年額20,000円を納入する。 

６ 授業料その他の学費等を納めない者は、当該年度の履修について成績評価を受けることはできない。 

７ 授業料その他の学費等を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者に対しては、除籍すること

ができる。 

（面接授業等の学費） 

第59条 面接授業及びメディア授業にかかる学費等は、次のとおりとする。 

(１) 面接授業科目及びメディア授業科目履修料 

（講義・演習科目、１科目につき） 13,500円 

（実験・実習・実技科目、１科目につき） 20,000円 

（エニタイム／講義科目、１科目につき） 15,000円 

（学外・集中／講義・演習科目、１科目につき） 33,000円 

(２) 卒業論文受講料（１単位につき） 10,000円 

(３) 卒業セミナー履修料 20,000円 

２ 教材費・実習料等が生じる場合は、原則として自己負担とする。 

３ 教育実習等受講料及び卒業セミナー研修料は、別に定める。 

（研究会及び講習会の費用） 

第60条 その他本学が主催する研究会、講習会等については、実費を徴収する。 

（科目等履修生の学費等） 

第61条 科目等履修生の学費等は、次のとおりとする。 

(１) 選考料 11,000円 

(２) 入学金（登録料を含む） 30,000円 

(３) 印刷教材授業科目履修料（年額、１単位につき） 8,500円 

(４) 面接授業科目及びメディア授業科目履修料 

（講義・演習科目、１単位につき） 13,500円 

（実験・実習・実技科目、１単位につき） 27,000円 

(５) 保険料 

(６) 継続料（在学期間延長者のみ） 10,000円 

２ 前項の規定にかかわらず、特定の科目については別に履修料を定めることがある。 

３ 教材費・実習料等が生じる場合は全額自己負担とする。 

（納入金の不還付） 

第62条 納入した学費等は、原則として返戻しない。 

（学費等の改定） 

第63条 経済状勢等の変化に応じて、本章の学費等を改定することがある。 

２ 第58条及び第61条にある保険料の金額等契約にかかる事項は、所管する団体の定めるところによる。 

第10章 その他 

（改廃） 

第64条 この規程の改廃は、大学執行部会議の議を経て、理事会が決定する。 
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（学則等の準用） 

第65条 学年、学期、賞罰、奨学制度その他本規程に規定しない事項については、本学学則のほか本学諸

規程を準用する。 

附 則 

１ 本規程は、昭和31年４月１日から施行する。 

２ 第８章中聴講生に関する規定は、昭和29年４月１日に遡って適用する。 

３ 本規程は、昭和47年７月６日より改正施行する。（日本女子大学家政学部通信教育規程を日本女子大

学家政学部通信教育課程規程に改称） 

４ 本規程は、昭和50年４月１日より改正施行する。（授業料変更に伴う改正） 

附 則（授業料等変更に伴う改正） 

本規程は、昭和57年４月１日より改正施行する。 

附 則（授業料等変更に伴う改正） 

本規程は、昭和60年４月１日より改正施行する。 

附 則 

１ 本規程は、昭和61年４月１日から施行する。 

２ 特修生に関する規定は、昭和63年３月31日までの間、なお従前の例による。 

附 則（授業料等変更に伴う改正） 

本規程は、昭和63年４月１日より改正施行する。 

附 則（選考料等変更に伴う改正） 

本規程は、平成元年４月１日より改正施行する。 

附 則（教育職員免許法改正・一般教育課程教授会廃止・全学教授会廃止・休学期間の取扱変更・

入学金改定・事務組織名称変更・その他現行規程の一部変更に伴う改正） 

１ この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 第31条の適用は、平成２（1990）年度入学生からとし、平成元（1989）年度以前の入学生は、なお従

前の例による。 

附 則（授業料等変更に伴う改正） 

この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（学位、授業料等変更に伴う改正） 

１ この規程は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第31条の適用は、平成２（1990）年度入学生からとし、平成元（1989）年度以前の入学生は別に定め

る移行規則による。 

附 則（学校教育法施行規則一部改正に伴う改正） 

この規程は、平成４年10月１日から施行する。 

附 則（聴講生・科目別履修生の入学資格、授業料変更に伴う改正） 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（履修科目の登録及び科目試験受験条件・授業科目の変更に伴う改正） 

この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（転学科・科目等履修生・テキスト学習生名称、授業料等変更に伴う改正） 

この規程は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（カリキュラムの変更に伴う、授業区分・開講科目名・履修条件等の変更、自己点検・評

価、授業料等変更、学生教育研究災害傷害保険料の改定に伴う改正） 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（授業料等の変更・文字の訂正・開講科目名および単位数・履修条件等の変更に伴う改正） 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（開講科目名及び単位数・履修条件等の変更に伴う改正） 

この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（開講科目名等の変更に伴う改正） 

この規程は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（授業料等の変更・教育職員免許法の改正・その他現行規程の一部変更に伴う改正） 

この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（在学期間延長の明文化、授業科目表等の整備等に伴う改正） 

この規程は、平成13年４月１日から施行する。 
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附 則（総合科目系列別最低修得単位数の変更に伴う改正） 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（開講科目名および単位数の変更等・司書教諭課程の新設に伴う改正） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（科目等履修生コース分け等の変更・授業科目名および単位数の変更等に伴う改正） 

この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（学務委員会構成・事務組織名称変更・入学資格・成績評価・履修単位数の上限・卒業単

位・卒業日の変更等に伴う改正） 

この規程は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（卒業要件の教科書授業の単位数・教科書配本方法・科目等履修生の在学期間手続きの変更

に伴う改正） 

この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（教養科目にかかる変更・通信教育課程編入学・学士入学規程変更・科目等履修生の入学資

格変更・科目等履修生の学費変更に伴う改正） 

この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（卒業に必要な教科書授業の必要最小単位数の廃止に伴う改正） 

この規程は、平成20年４月１日より施行する。 

附 則（委員会名称の変更に伴う改正） 

この規程は、平成21年４月１日より施行する。 

附 則（事務組織改編等に伴う改正） 

この規程は、平成21年７月１日より施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成22年４月１日より施行する。 

２ 科目等履修生に関する規定は平成22年度入学者より適用し、平成21年度までの入学者については従前

のとおりとする。 

附 則 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（学校教育法改正に伴う改正） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（学務委員会構成員変更、授業料変更等に伴う改正） 

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 第54条の適用は平成28年度入学者からとし、平成27年度以前の入学者への適用は平成31年度からとす

る。 

附 則（科目等履修生制度、学費変更等に伴う改正） 

１ この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 第55条及び第57条のうち、面接授業科目履修料の適用は一部を繰り下げ平成31年度からとし、平成

29・30年度の学費は次のとおりとする。 

(１) 面接授業科目履修料（正科生） 

 （実験・実習・実技科目、１科目につき） 12,000円

（学外・集中／講義・演習科目、１科目につき） 23,000円

(２) 面接授業科目履修料（科目等履修生） 

 （講義・演習科目、１単位につき） 8,500円

（実験・実習・実技科目、１単位につき） 17,000円

附 則（学費等の表記及び取得できる教育職員免許状変更等に伴う改正） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 第17条の適用は平成30年度からとし、平成29年度までに入学した者については当分の間、小学校教諭

一種免許状取得にかかる所定の科目の履修並びに単位の修得を認める。 

附 則（学科ごとの入学定員・収容定員明示に伴う改正） 
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この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（退学日の制定及び学費の変更等に伴う改正） 

この規程は、2020年４月１日から施行する。 

附 則（授業方法の表記変更等に伴う改正） 

この規程は、2022年４月１日から施行する。 

附 則（履修方法の表記変更及び取得できる教育職員免許状変更等に伴う改正） 

１ この規程は、2023年４月１日から施行する。 

２ 第17条の適用は2023年度からとし、2022年度までに入学した者については当分の間、中学校教諭一種

免許状（保健）及び高等学校教諭一種免許状（保健）取得にかかる所定の科目の履修並びに単位の修得

を認める。 

附 則（生活芸術学科募集停止に伴う改正） 

１ この規程は、2024年４月１日から施行する。 

２ 家政学部生活芸術学科は、第３条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しな

くなる日までの間、存続する。 

３ 2023年度以前に入学した家政学部生活芸術学科の学生の履修方法は、第15条の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

４ 2023年度以前に入学した家政学部生活芸術学科の学生に取得させることができる教員免許状の種類

（免許教科の種類を含む。）は、第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（通信教育課程設置学科変更及び通信教育課程運営組織の変更に伴う改正、収容定員の変更

に伴う改正、面接授業等の学費の変更に伴う改正、科目等履修生の学費等の変更に伴う改正、日本

女子大学家政学部通信教育課程規程を日本女子大学通信教育部規程に改称） 

１ この規程は、2025年４月１日から施行する。 

２ 家政学部食物学科は、第３条の規定にかかわらず、当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくな

る日までの間、存続する。 

３ 2024年度以前に入学した家政学部食物学科の学生の履修方法は、第19条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

４ 2024年度以前に入学した家政学部食物学科の学生に取得させることができる教員免許状の種類（免許

教科の種類を含む。）は、第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 2024年度以前に入学した家政学部食物学科の学生及び2023年度以前に入学した家政学部生活芸術学科

の学生の授業料は、第58条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

６ 2024年度以前に入学した科目等履修生が2025年度に学習の継続を希望する場合の履修料は、第61条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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（別 表） 

基礎科目     （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

外国語 英語ⅠＡ 

英語ⅠＢ 

英語Ⅱ 

英語コミュニケーション 

ドイツ語 

ドイツ語会話 

フランス語 

フランス語会話 

中国語 

中国語会話 

韓国語 

韓国語会話 

必２，（２） 

必２，（２） 

必２，（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

情報処理 情報処理演習 

情報科学 

選必（２） 

選必２ 

身体運動 身体運動実習 

身体運動演習 

身体運動論 

選必（１） 

選必（１） 

必１ 

 

教養科目     （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

Ａ系列【多様

な社会と人間

の尊厳】（社

会科学系） 

心と健康 

政治学 

経済学入門 

日本国憲法 

ジェンダー論 

社会福祉学 

地域研究 

社会と文化 

選必（２） 

選必２ 

選必（２） 

選必２，（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

Ｂ系列【自然

の摂理の探

求】（自然科

学系） 

心理学 

数学 

統計学 

物理学が拓いた世界 

生命の科学 

化学の世界 

人間生理学 

選必（２） 

選必２ 

選必（２） 

選必（２） 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

Ｃ系列【知性

と文化の系

譜】（人文科

学系） 

哲学 

歴史学 

文学 

言語と情報 

英語圏の文化 

音楽の歴史 

美術の歴史 

選必（２） 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

選必（２） 

選必（２） 

選必（２） 

 

学部共通科目 （家政学部）    （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

家政学概論 

生活と児童 

生活と食物 

生活と被服 

生活と住居 

生活と経済 

商品・サービス等の品質と安全性 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

選必２ 

選２ 

 

 

 

 

児童学科科目 （家政学部）    （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

児童学研究法 

児童学特講 

児童学演習 

発達心理学１ 

発達心理学２ 

青年心理学 

人格発達論 

児童臨床心理学 

表現アートセラピー基礎 

表現アートセラピー１ 

表現アートセラピー２ 

応用表現アートセラピー 

基礎カウンセリング１ 

基礎カウンセリング２ 

分析的アートセラピー（描画） 

発達臨床支援 

幼児教育方法論 

保育・教育課程論 

保育内容総論 

乳幼児教育論 

子どもとマルチメディア 

音楽表現 

子どもと表現 

身体クリエイティブ表現 

音楽療法的アプローチ 

小児保健学１ 

小児保健学２(精神保健を含む) 

小児栄養学 

母性保健 

子どもと造形１ 

子どもと造形２ 

子どもと造形３ 

児童文学 

児童文学特論 

幼年文学 

児童文化論 

子どもと絵本 

絵本学概論 

児童福祉 

家族心理学 

児童虐待の構造と支援 

卒業論文 

社会 

算数 

理科 

生活 

家庭 

子ともと健康・運動 

子どもと人間関係 

子どもと環境 

子どもと言葉 

必（２） 

選（２） 

選（２） 

必２ 

必２ 
選２，（２） 

選（２） 

選（２） 

選２ 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

選１ 

選（１） 

選（１） 

選（２） 

必２ 

必２ 

選（２） 

選２ 

選（２） 

選（１） 

選（１） 

選（１） 

選（１） 

必２ 

選（２） 

必２ 

選２ 

選（２） 

選３ 

選（２） 

必２，（２） 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

必２ 

選（２） 

選（２） 

選（６） 

選２ 

選２ 

選２ 

選（２） 

選２ 

選（２） 

選２ 

選２ 

選２ 
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食科学科科目（食科学部）    （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

基礎化学  

基礎有機化学  

基礎分析学  

基礎生理学  

摂食生理学  

微生物学  

フードスペシャリスト論  

食品栄養学  

食生活と環境  

食品学Ⅰ  

食品学Ⅱ  

食品機能学  

食品加工・貯蔵学Ⅰ  

食品加工・貯蔵学Ⅱ  

食品開発論  

食品衛生学Ⅰ  

食品衛生学Ⅱ  

食品栄養学基礎実験Ⅰ  

食品栄養学基礎実験Ⅱ  

食品学実験  

食品機能学実験  

微生物学実験  

フードシステム論  

調理科学  

フードデザイン論  

調理科学実験  

調理学  

調理学実習Ⅰ  

調理学実習Ⅱ  

フードコーディネート論  

食文化論  

栄養学Ⅰ  

生化学Ⅰ  

生化学Ⅱ  

栄養学Ⅱ  

ライフステージの栄養学Ⅰ  

ライフステージの栄養学Ⅱ  

ライフステージの栄養学実習Ⅰ  

ライフステージの栄養学実習Ⅱ  

健康増進科学Ⅰ  

健康増進科学Ⅱ  

健康と運動の科学  

疾病の成り立ち  

食教育論  

家庭看護学  

食嗜好科学  

栄養疫学  

地域食支援論  

食物学総合演習（専門英語を含む）  

卒業研究  

卒業セミナー  

家族関係論  

家庭管理概論  

衣生活学概論  

衣造形学  

衣服実習  

住居学概論  

住生活学  

児童学概論  

必２，（２） 

選必２ 

選必２ 

必２，（２） 

選２ 

必２ 

選２ 

必（２） 

選２ 

必２ 

必２ 

必２，（２） 

必２ 

選２ 

必（２） 

必２ 

選２ 

選（１） 

選（１） 

選（１） 

選（１） 

選（１） 

選２ 

必２ 

選（２） 

選（１） 

必２，（２） 

選（１） 

選（１） 

選２ 

選２ 

必２ 

必２ 

選必２ 

選２ 

選２ 

選２ 

選（１） 

選（１） 

必２ 

選２ 

必２ 

選２ 

選（２） 

選２ 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

選（２） 

選（４） 

必（２） 

選２ 

選２ 

選２ 

選２ 

選２ 

選２，（２） 

選２ 

選２ 

 

 

卒業セミナー科目（家政学部）     （ ）はスクーリング

授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

卒業セミナー 必（２） 

 

教職に関する科目    （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

保育内容指導法（健康） 

保育内容指導法（人間関係） 

保育内容指導法（環境） 

保育内容指導法（言葉） 

保育内容指導法（表現） 

保育内容総論 

国語科教材研究 

社会科教材研究 

算数科教材研究 

理科教材研究 

生活科教材研究 

音楽科教材研究 

図工科教材研究 

家庭科教材研究 

体育科教材研究 

保健科教育法Ⅰ 

保健科教育法Ⅱ 

保健科教育法Ⅲ 

保健科教育法Ⅳ 

家庭科教育法Ⅰ 

家庭科教育法Ⅱ 

家庭科教育法Ⅲ 

家庭科教育法Ⅳ 

教育学概論１ 

教育学概論２ 

教職基礎論１ 

教職基礎論２ 

教育社会学１ 

教育社会学２ 

教育心理学１ 

教育心理学２ 

青年心理学 

特別支援教育（幼） 

特別支援教育（中高） 

保育・教育課程論 

教育課程論（小） 

教育課程論（中高） 

道徳教育の研究（小） 

道徳教育の指導法（中） 

特別活動（小） 

特別活動・総合的な学習の時間の指導法（中

高） 

教育方法・技術１ 

教育方法・技術２（情報通信技術の活用含

む） 

幼児教育方法論 

発達心理学１ 

発達心理学２ 

児童相談心理学 

生徒指導・進路指導 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

必２ 

必２ 

必２ 

必（２） 

必２ 

必２ 

必２ 

必（２） 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

選２，（２） 

必１ 

必１ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

 

必２ 

必２ 

 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必２ 

必（２） 

 



- 3 - 

教職に関する科目（つづき）   （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

学校カウンセリング基礎論１ 

学校カウンセリング基礎論２ 

教育実習（幼） 

教育実習（小） 

教育実習（中高） 

教育実習（高） 

教職実践演習（幼） 

教職実践演習（小） 

教職実践演習（中高） 

必２ 

必２ 

必（５） 

必（５） 

必（５） 

必（３） 

必（２） 

必（２） 

必（２） 

 

司書教諭に関する科目    （ ）はスクーリング授業科目単位 

授  業  科  目 単 位 数 

学校経営と学校図書館 

学校図書館メディアの構成 

学習指導と学校図書館 

読書と豊かな人間性 

情報メディアの活用 

必２ 

必２ 

必２ 

必（２） 

必２ 

 


